
（５）介護保険課給付係からのお知らせ
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３  介護給付費請求にかかる取り下げについて 

 審査決定した介護給付費が誤っていた場合には、請求明細書を取下げする必要があ

ります。 

※神奈川県国民健康保険団体連合会「支払関係帳票と返戻事由の解説」抜粋 

請求明細書を取下げる場合は、「介護給付費取下依頼書」を川崎市健康福祉局介護

保険課に【介護給付費取下依頼書の受付締切日】までに提出し、正しい内容の請求明細

書を国保連合会に提出してください。 

 給付管理票については、修正した内容を連合会に提出してください。 

概要 
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